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令和７年度 公益財団法人大分県スポーツ協会 臨時評議員会 

日時：令和８年３月１８日（水）１４時００分～ 

場所：大分県庁新館１４階「大会議室」 

 

出 席 者  堤  聖一  行村 豊喜  河野 義樹   竹丸由香里  五所 睦雄 

（４３名）  軸丸 秀樹  今村 泰三  島村 浩信  佐藤 公隆  野仲 美樹 

       矢田 哲司  森  留雄  佐藤 彰倫  髙野 初雄  松本 光泰 

  三浦 一也  原  勇人  三宅 文子  三澤 博文  宮本 達美 

戸髙 元貴  矢津田博明  藤本  学  渡邉真由美  時松 幸義 

伊藤  進  大田 和代  得丸  清  本郷  輝  髙橋 和孝 

千鳥 安雄  八坂 一範  佐藤 大輔  楢原 靖昭  花房  貢 

川野 明寿  植田 克己  大冨 義徳  角田 茂樹  松原 正吾 

小野 茂久  園田 啓助  丸尾 文宣 

 

欠 席 者  結城 順史  髙橋 伸介  石川 義隆  安東 英児  奥村 正二 

（２４名）  大塚 正士  姫野 雅道  長谷川圭介  米津 康広  水之江 浩 

升巴 正博  安藤 和宏  山田 昌信  吉田 友春  髙山英一郎 

鷲司 夏子  秋吉 常博  那賀 啓史 関口 恵介  後藤 方彦 

佐藤 寿幸  清原 俊樹  臼木 寛章 塚崎 一孝 

 

出 席 理 事  常務理事兼事務局長 宮成 康蔵 

 

議事録作成者 常務理事兼事務局長 宮成 康蔵 

 

資格確認 押田総務部長が出席者４３名で、定数の過半数の出席であることから、本会定款

第２２条により本会が成立することを報告した。 

 

１ 開会のことば 

  押田総務部長が開会のあいさつを述べた。 

 

２ あいさつ 

  宮成常務理事兼事務局長があいさつを述べた。以下あいさつ文。 

 

本日は、臨時評議員会を開催しましたところ、皆様方には、年度末の大変御多用な中、御

出席をいただき、感謝申し上げます。 

また、平素から、本県のスポーツ振興並びに本会の諸事業の推進に格別の御支援と御協力

を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、早いもので、今年度もあと２週間ほどで終わろうとしております。先日、国民スポ

ーツ大会冬季大会が青森県で開催されましたが、参加した選手は「チーム大分」の一員とし

て精一杯の戦いをしていただきました。 

その他、総合型地域スポーツクラブの登録認証制度や、中学校運動部活動の地域展開など、

今後も、加盟団体や関係機関と連携して解決しなければならない課題が大変多くあります

ので、引き続き、皆様方の御支援・御協力をお願いいたします。 

本日は、午前中の理事会で審議いたしました、来年度の「運営方針」、「事業計画」、「収支

予算」をはじめ、検討委員会で御審議いただきました「加盟団体区分及び分担金の改定」な

どについて説明することとしております。皆様方には、忌憚のない御意見を賜りますようお
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願い申し上げ、あいさつといたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 議長選出 

  本会評議員会規程第３条「評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員 

の互選により選任する」に従い、押田総務部長が議場へ諮ったところ、事務局に一任す 

るとの声が挙がった。 

そのため事務局案を以下のとおり提案し、全会一致で承認された。 

 

大分市スポーツ協会事務局員 八坂 一範 氏 

 

  評議員会議事録の署名については、本会定款第２３条第２項に「議長は議事録に記名押 

印する」と明記されている旨を伝えた。 

 

《八坂氏よりあいさつをいただいた》 

 

  以下、八坂議長による進行 

 

４ 報告事項 

以下の報告事項について宮成常務理事兼事務局長より、説明がなされた。 

 

（１）令和７年度事業報告について（令和７年５月２７日～令和８年３月１７日） 

（２）令和７年度国民スポーツ大会第４５回九州ブロック大会及び第７９回国民スポーツ

大会成績について 

（３）第８０回国民スポーツ大会冬季大会成績について 

（４）各種大会成績について（令和７年度定時評議員会以降） 

（５）スポーツ医科学委員会の組織改編について 

 

【（１）令和７年度事業報告について（令和７年５月２７日～令和８年３月１７日）】 

 レジュメ１ページから１１ページに掲載しております、５月２７日以降の事業につきま

して、抜粋して御報告いたします。 

１ページを御覧ください。Ｎｏ．５、５月３０日に、第１回スポーツ医科学委員会を開催

し、スポーツ医科学の知見の活用を目指した、事業計画等を協議しました。 

２ページを御覧ください。Ｎｏ．１９、７月６日に、スポーツ少年団各種交流大会等参加

者激励会を開催し、牧本部長が参加する団員を激励しました。 

 ３ページを御覧ください。Ｎｏ．２８、８月１日から、第４５回九州ブロックスポーツ少

年団ミニバスケットボール交流大会を開催し、九州各県から２８３名の団員・指導者が参加

しました。 

 ４ページを御覧ください。Ｎｏ．５４、９月１７日に、第７９回国民スポーツ大会大分県

代表団結団壮行式を開催し、佐藤知事を御来賓に迎え、選手団の結団を行いました。 

 ５ページを御覧ください。Ｎｏ．５８、９月２８日～１０月８日に、第７９回国民スポー

ツ大会が滋賀県で開催され、監督・選手４５０名が参加しました。 

 ６ページを御覧ください。Ｎｏ．７２、１１月６日に、第２回九州地区スポーツ協会連絡

協議会が鹿児島県で開催され各県提出議題について協議しました。 

７ページを御覧ください。Ｎｏ．８３、１１月２２日から、大分県スポーツ少年団ジュニ 

ア・リーダースクールをのつはる少年自然の家で行い、３４名の少年団員が参加しました。 

８ページを御覧ください。Ｎｏ．１０３、１２月１８日に、大分県総合型地域スポーツク
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ラブ登録審査委員会を開催し、令和８年度登録・認証制度申請クラブの登録審査を行いまし

た。 

９ページを御覧ください。Ｎｏ．１１１、１月１６日に、第８０回国民スポーツ大会冬季

大会大分県代表団結団壮行式を開催し、尾野副知事を御来賓に迎え、スキー競技・スケート

競技に出場する選手・監督を激励しました。 

１０ページを御覧ください。Ｎｏ．１２４、２月１９日に、大分県スポーツ協会表彰式を

開催し、麻生会長より出席した受賞者全員に賞状と楯を授与しました。 

１１ページを御覧ください。Ｎｏ．１３１、大分県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

常任幹事会を開催し、令和８年度事業計画等を協議しました。 

事業報告については、以上でございます。 

詳細については、後刻御覧ください。 

 

《八坂議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

《質疑無し》 

 

【（２）令和７年度国民スポーツ大会第４５回九州ブロック大会及び第７９回国民スポーツ

大会成績について】 

【（３）第８０回国民スポーツ大会冬季大会成績について】 

【（４）各種大会成績について（令和７年度定時評議員会以降）】 

 別冊資料を御覧ください。第４５回九州ブロック大会及び第７９回国民スポーツ大会の

成績をまとめております。１ページを御覧ください。第４５回九州ブロック大会の代表権獲

得一覧でございます。本県は、福岡県、佐賀県に次いで、九州第３位の獲得数でございまし

た。２ページ以降は、前期・後期別の代表権獲得状況と各競技結果の詳細を掲載しておりま

すので、後刻御覧ください。 

 ２６ページをお開きください。第７９回国民スポーツ大会の総合成績を掲載しておりま

す。本県は、天皇杯得点９３０点、天皇杯順位２５位という結果でした。２７ページには優

勝一覧、２８ページには入賞者一覧を掲載しております。２９ページ以降は、各競技結果の

詳細を掲載しておりますので、後刻御覧ください。 

 第４５回九州ブロック大会及び第７９回国民スポーツ大会成績については以上です。 

続いて、レジュメに戻っていただき、１２ページをお開きください。１月末から２月中旬

に開催されました冬季大会の、スケート競技とスキー競技での大分県選手団の成績です。ス

ケート競技に１名、スキー競技に１６名の選手が出場し、記載の通りの結果となっておりま

す。昨年入賞を果たしましたスキー競技成年男子Ｂの成田岬選手はスペシャルジャンプに

出場しましたが、惜しくも１２位でございました。冬季競技は、練習環境が十分でない中、

他県に出向いてトレーニングを行い、冬季大会に参加することで参加得点を獲得していた

だいております。本当にありがとうございます。詳細については後刻御覧ください。 

次に、レジュメ１３ページから１８ページに、各種大会成績を掲載しております。本県関

係選手の主な大会成績となっておりますので、御確認ください。今後、３月下旬には高校の

全国選抜大会が続々と開催されますので、引き続き、本県関係チーム・選手の活躍を期待し

たいと思います。なお、ハンドボール競技の全国選抜大会は本県で３月２４日からクラサス

武道スポーツセンターを中心に開催されます。 

以上でございます。 

 

《八坂議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

〈質疑無し〉 
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【（５）スポーツ医科学委員会の組織改編について】 

レジュメ１９ページをお開きください。スポーツ医科学委員会の組織改編について御報

告いたします。上段が令和７年度まで、下段が令和８年度からの組織図となっておりますが、

今回、専門部会を改編いたします。令和７年度までは主な事業内容を部会の名称とし、メデ

ィカルサポートと研修を名称としておりましたが、令和８年度からは事業目的を名称とし、

競技力向上と普及育成の部会へと改編いたします。競技力向上部会については、主に国民ス

ポーツ大会での天皇杯得点１０００点獲得に向けて、本県を代表する選手・チームを対象と

して、競技力の向上を図ることを目的とします。普及育成部会については、多世代を対象に

スポーツ医科学の知見を幅広く活用をすることを目的とします。委員については、本体であ

るスポーツ医科学委員会は変更ございません。専門部会については、専門部会規程に則って

人選を行い、任期については、現任期が令和７・８年度の２年間となっていることから、今

回新たに指名される部会員については残任期間の１年間といたします。なお、現部会員につ

いては、次年度の円滑な事業運営の観点から、任期を継続することとしています。 

２０ページを御覧ください。組織改編に伴い、専門部会規程の別表を変更いたします。取

消線部分を削除し、朱書き部分を新たに追記いたします。令和８年度を試行期間と位置づけ、

それぞれの部会で事業のスクラップ＆ビルドに取り組んでいただき、令和９年度から本格

始動というイメージのスケジュールを想定しております。 

以上でございます。 

 

《八坂議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

〈質疑無し〉 

 

５ 説明事項 

以下の説明事項について宮成常務理事兼事務局長より、説明がなされた。 

 

（１）令和８年度運営方針及び専門委員会基本方針について 

（２）令和８年度事業計画について 

（３）令和８年度収支予算について 

（４）加盟団体区分及び分担金の改定について 

 

【（１）令和８年度運営方針及び専門委員会基本方針について】 

 本日午前中に開催した第４回理事会において承認されました、令和８年度運営方針及び

専門委員会等基本方針について御説明いたします。 

レジュメ２１ページを御覧ください。令和８年度公益財団法人大分県スポーツ協会運営

方針でございます。ねらいは、「スポーツを振興し、県民の体力向上とスポーツ精神の養成

を通じた心身の健全な発展を図る」でございます。基本方針は、１２の方針として記載の通

りでございます。重点的取組としては、４点を挙げています。まず１つ目は、第８０回国民

スポーツ大会での天皇杯目標得点の獲得に向けた競技力向上対策の推進です。県競技力向

上対策本部と連携し、その達成に向けて、競技団体、企業、学校等と共に、競技力向上対策

を推進していきます。２つ目は、財政基盤の確立と財務体制の強化です。令和５年度に策定

した中期経営計画に基づき、自主財源確保に向けて取組みます。３つ目は、登録・認証制度

を通じた総合型地域スポーツクラブの資質向上でございます。クラブ育成の推進、資質の向

上に取り組みます。４つ目は、誰もが安全・安心にスポーツを楽しめる環境作りにむけた、

Ｎｏ！スポハラ活動の推進です。残念ながら今年度も、５件のスポーツハラスメント案件が

ございました。我々としては、本県からスポーツハラスメントを出さないよう啓発活動に取
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り組んでいきます。 

次に、２２ページをお開きください。競技力向上委員会の基本方針でございます。ねらい、

基本方針については、記載の通りでございます。重点的取組の１つ目は、「第４６回九州ブ

ロック大会で代表権獲得が期待されるチームや選手への積極的な支援」とし、２つ目は、「第

８０回国民スポーツ大会での得点獲得が期待されるチームや選手への積極的な支援」とし

ております。滋賀国スポの結果分析を踏まえ、限られた予算を有効に活用できるよう取り組

みます。３つ目は、「スポーツ医科学を積極的に活用する」です。スポーツ医科学委員会と

連携して取り組みます。この基本方針に則り、２３ページの第８０回国民スポーツ大会の目

標を天皇杯得点１０００点とし、キーワードを下段記載の「２０・１０・５」としています。

「２０・１０・５」とは、競技得点獲得が２０競技以上、３０点以上獲得が１０競技以上、

その中で５０点以上獲得が５競技以上を目指すということであります。また、記載の団体８

競技で１５０点以上を目指します。これは過去１０大会を分析し、１０００点を獲得するた

めの本県独自の得点獲得モデルでございます。また、２４ページの、令和８年度強化指定一

覧につきましては、昨年度の指定をベースに、滋賀国スポをはじめ、過去３大会の国スポ成

績等を踏まえ、指定基準に沿ってランクや団体の入れ替えをしております。２５ページの、

強化指定一覧（個人）につきましても、各選手の滋賀国スポの成績を踏まえ、指定基準に沿

ってランクの入れ替えや新規の指定をしております。なお、所属欄を黄色で示しております

「未定」についてですが、ライフル射撃の野畑選手は、所属は決定していますがプレスリリ

ースが４月１日以降となっており、本日時点では公表できない状況でございます。また、空

手道の高橋選手は、本日時点では全くの未定となっております。 

次に、２６ページを御覧ください。スポーツ医科学委員会基本方針でございます。ねらい、

基本方針については、記載の通りでございます。重点的取り組みについては、１つ目、「第

８０回国民スポーツ大会での天皇杯目標得点の獲得に向け、競技団体とドクター・トレーナ

ー等との連携をより一層図り、本県選手をサポートする」、２つ目は、「スポーツ医科学委員

会各専門部会の体制及び内容を再構築し、医科学における諸問題を解決する」としています。

専門部会の組織改編を着実に実行してまいります。 

次に、２７ページを御覧ください。大分県スポーツ少年団基本方針でございます。ねらい、

基本方針については、記載の通りでございます。重点的取組の１つ目は、本会の運営方針で

御説明しました、「Ｎｏ！スポハラ活動の推進」でございます。引き続き、スポハラゼロを

目指し重点的に取り組みます。２つ目は、「リーダー会組織の充実と、リーダー制度を周知

し、中高生の継続登録、継続活動の推進」です。スポーツ少年団を小学生で卒団するのでは

なく、中学生にも活動できる環境整備に取り組みます。３つ目は、「令和９年度からの日本

スポーツ少年団登録システムの大規模改修に向けて、関係機関と連携し円滑な登録移行を

図る」です。日本スポーツ協会からの情報を、関係機関に対して丁寧に説明したいと考えて

おります。 

令和８年度運営方針及び専門委員会等基本方針については以上でございます。 

 

《八坂議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

〈質疑無し〉 

 

【（２）令和８年度事業計画について】 

レジュメ２８ページ・２９ページを御覧ください。令和８年度事業計画一覧でございます。

１が理事会・評議員会、２が日本スポーツ協会・九州関係の会議、３から５が国民スポーツ

大会関係行事、６が本会の関係専門委員会等の会議並びに事業、２９ページ中段の７は、そ

の他の本会主催会議、８が委託関係事業等、９が表彰関係事業、１０が広報関係事業、１１

が募金関係事業、１２がその他の事業でございます。記載の日程については、あくまで予定
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でございますので、変更する場合もございます。御理解をお願いいたします。 

次年度も、各種事業を通じて本県のスポーツ振興の発展に取り組みます。一方で、事務局

の人員も限られており、働き方改革を推進すること、また業務の精選についても、引き続き、

取り組んで参ります。 

事業計画の説明は以上でございます。 

 

《八坂議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

〈質疑無し〉 

 

【（３）令和８年度収支予算について】 

３０ページをお開きください。この予算については、現在県議会において、令和８年度予

算について審議中でございますので、本日説明する予算案のうち、県からの補助金につきま

しては、県議会の議決を前提として提案するものであることをご了承願います。 

それでは、慣例により、公益目的事業３事業と法人会計をまとめた、Ａ３の概要版で説明

させていただきます。表の両端に記載の数字は行数でございます。行数を示して御説明いた

します。 

２行目から４６行目までが、収入の部となる経常収益、４７行目から７０行目までが、支

出の部となる経常費用でございます。また、前年度予算額については、第３回理事会におい

て承認された補正後の予算となっております。 

まずは経常収益です。４行目の受取会費は、前年度予算額と同額の、１８１９万９千円。

１０行目の事業収益は、前年度予算額から３８７万６千円減の、９６１万６千円です。主に

１５行目のスポーツ安全協会委託事業の終了に伴う４１８万円の減によるものです。なお、

１１行目のスポーツ少年団登録料は次年度より増額し、８４万８千円の増となります。２７

行目の受取補助金等は、前年度予算額から７１２８万１千円増の、３億６２３７万７千円で

す。主に３０行目の国民スポーツ大会参加費の増によるものです。昨年の滋賀県開催から青

森県開催に伴う経費の増によるものです。３７行目の受取寄附金は、前年度予算額と同額の、

６３６万７千円です。なお、４２行目のスポーツ振興協力金の５４５万４千円については、

毎年ゴルフ場経営者協会様から多額の御寄付を頂いているものでございます。４６行目の

経常収益計は、前年度予算額から６７３３万７千円増の、３億９７０８万４千円でございま

す。 

次に、支出の部となる経常費用です。４８行目の①大分県スポーツ振興事業は、前年度予

算額から７１７６万８千円増の、３億４９６７万４千円です。主に５１行目の国民スポーツ

大会参加費の増によるものでございます。なお、５２行目のスポーツ振興基盤整備事業費で

すが、これは本会加盟で国民スポーツ大会対象競技以外の６団体に対する事業でございま

す。国民スポーツ大会対象の競技団体については複数の補助事業で支援していますが、それ

以外の６団体に対しての支援メニューが少ないことから、次年度からは生涯スポーツの普

及やスポーツを通じた健康づくり等に向けた、イベントや大会等の支援を目的とした補助

事業に取り組みます。詳細については４月の加盟団体理事長・事務局長会議でお示しいたし

ます。５３行目の②大分県スポーツ少年団事業は、前年度予算額から１３万６千円減の、７

１６万８千円です。主に５６行目の日独スポーツ少年団同時交流の派遣・受入共にないこと

による予算減です。なお、５５行目の講習会・研修会費の増については、次年度本県がスポ

ーツ少年団の九州各県の幹事県となっており、九州規模の諸会議を行うため、予算増となっ

ております。６０行目の③大分県スポーツ普及・表彰事業は、前年度予算額から３７０万５

千円減の、５０８万２千円です。主に６５行目のスポーツ安全協会普及事業費の減によるも

のです。６９行目の④法人会計の管理費ですが、前年度予算額から７３万６千円増の７１７

万４千円です。主に公益法人の会計基準が変更となったことによる、新会計ソフトの導入に
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係る費用約８８万円によるものです。 

７０行目の経常費用計は、前年度予算額から６９４８万９千円増の３億９８５１万９千

円です。７６行目の当期経常増減額計は、マイナス１４３万５千円であり、赤字見込みの予

算編成となっております。 

今回の赤字予算については、令和８年度からスポーツ安全協会委託事業が中止とること

が主な理由でございます。但し、事業の見直しや自主財源の確保、事務局の人員削減等を図

り、赤字額を最小限に抑えることができました。引き続き業務改善を図りながら、次年度も

本会運営に取り組んで参ります。 

なお、各会計の詳細については、３１ページから３４ページに掲載しておりますので、後

刻御覧ください。 

以上で、令和８年度収支予算の説明を終わります。 

 

《八坂議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

〈質疑無し〉 

 

【（４）加盟団体区分及び分担金の改定について】 

今回の加盟団体区分及び分担金の改定は、１０年毎の分担金改定に向けたものでござい

ます。併せて、先程も御説明しましたが、スポーツ安全協会委託事業の中止による約５００

万円減について、この不足分を補う形での改定になることを前提としております。また、５

００万円をどういった形で補うかの提案として、スポーツ少年団登録費増で約１００万円、

加盟団体分担金の競技団体区分で約１５０万円の増、同じく地域スポーツ団体と学校体育

団体で約１５０万円の増、本会の自助努力による１００万円の負担で御提案をしておりま

す。 

まずは改定に向けたこれまでのスケジュールを御説明します。レジュメ３５ページを御

覧ください。加盟団体分担金については、５月１４日開催の第１回理事会で御提案し、検討

委員会の設置について御承認いただきました。その後、５月２９日の定時評議員会で検討委

員の選出方法について承認いただき、６月に検討委員を選出いたしました。委員については

３６ページを御覧ください。１２月１８日に第１回加盟分担金等検討委員会を開催し、分担

金の見直しについて協議しました。その後、１２月下旬から全加盟団体に対してアンケート

による意見集約を行い、１月２２日の第２回加盟分担金等検討委員会において、アンケート

で頂いた意見を報告、再度分担金の協議を行いました。そこで原案を決定し、本日の理事会

に御提案する流れとなっております。 

それでは、新加盟団体区分・分担金（案）を御提案いたします。レジュメ３７ページを御

覧ください。赤枠で囲っておりますが、Ａ区分は１０万円増額の２０万円、Ｂ区分は４万円

増額の１２万円、Ｃ区分は３万５千円増額の１０万５千円、Ｄ区分は３万円増額の９万円、

Ｅ区分は１万２千５百円増額の６万２千５百円とします。増額の方法については、下段の二

重四角で囲んだ①②③で示しております。①これまでの分担金を基礎額とし、②Ａ区分は基

礎額と同額を増額。ＢからＤ区分は、基礎額の５０％を増額、Ｅ区分は基礎額に２５％を増

額とします。③国スポ正式種目以外は増額する額を１／２とします。 

続いて、３１ページをお開きください。地域スポーツ団体と学校団体区分です。地域スポ

ーツ団体は、これまで人口×４．８円としていましたが、新分担金案では人口×６．５円と

いたします。学校体育団体につきましては、直接補助金を支出する事がないこともあり、各

１万円の増額とします。 

加盟団体へのアンケートでは様々な御意見をいただきましたが、全６７団体のうち賛成

もしくは賛成だが要望ありが６３団体、反対は４団体でございました。本日午後に開催しま

す臨時評議員会でも丁寧に御説明させていただきます。なお、アンケート回答の詳細につい
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ては別冊でお配りしていますので、後刻御覧ください。 

加盟団体区分及び分担金の改定についての説明を終わります。 

 

《八坂議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

〈質疑無し〉 

 

６ その他 

以下の内容について宮成常務理事兼事務局長より、説明がなされた。 

 

（１）評議員の変更について 

（２）今後の評議員会の開催について 

（３）令和７年度賛助会加入状況について 

 

【（１）評議員の変更について】 

【（２）今後の評議員会の開催について】 

【（３）令和７年度賛助会加入状況について】 

 評議員の任期につきましては、令和８年度までとなっておりますので、皆様方は残り１年

となっておりますが、人事異動等により変更となる場合は事務局まで御連絡をお願いいた

します。 

 続いて、今後の評議員会の開催についてございますが、レジュメ３９ページに掲載してお

りますとおり、臨時評議員会を５月１４日に文書提案で行い、人事異動等に係る役員等の変

更についてお諮りいたします。定時評議員会を５月２８日に開催し、令和７年度の事業報

告・収支決算等をお諮りいたします。 

 最後に、賛助会員加入状況について御説明いたします。レジュメ４０ページに３月６日時

点の賛助会員加入状況を掲載しております。お陰様をもちまして、過去最高となる賛助会費

の状況で、前年度から８７万５千円増の９５２万５千円となっております。右側の一覧には、

法人会員と個人会員を掲載しております。また裏表紙には、パートナー企業のバナーを掲載

しております。最上段のプラチナパートナーが５０万円以上、ゴールドパートナーが２０万

円以上、オフィシャルパートナーが１０万円以上でございます。多くの皆様の御理解御協力

に改めて感謝申し上げます。引き続き、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

その他の説明は以上でございます。 

 

《八坂議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

〈質疑無し〉 

 

《八坂議長が、他に意見等はないか議場に求めた》 

 

髙橋評議員 

 少林寺拳法の髙橋です。加盟団体分担金の値上げにつきましては致し方ないと思ってお

ります。一方で、県大会開催や指導者育成に伴う会場使用料つきまして、特に県の施設での

使用料減免などを考慮していただきたいと思います。また、各団体の財政面を支援していた

だけるような取り組みができないのか、検討していただければと思います。 

県の武道スポーツセンターもできましたが、施設予約の優先順位や減免がない状況です。

小規模の会員数で運営しておりますので、御配慮いただければと思います。 
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宮成常務理事兼事務局長 

 減免につきましては、我々も引き続き県に働きかけをしていきたいと思っております。 

 各団体の財政基盤につきましては、昨年４月に開催しました理事長・事務局長会議の中で、

これまでの競技会運営から経営に軸足を置いていただきたいと御説明したところでござい

ます。我々も各団体と一緒になって取り組んでいきたいと考えております。 

 

７ 閉会のことば 

  押田総務部長が閉会のことばを述べた。 

 

 

令和８年３月１８日 

 

 

議長 八坂 一範 

 

 

 


